
 

 

 

 

 

令和８ 年７ 月３ 日付け公告第１ ５ ４ 号 

『 福島県事業執行管理システム等機器賃貸借』 に係る一般競争入札 
 

 

 

 

入札説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県 

 

 

 

 

 

1



目      次 
 
 番号 内            容 ページ  

    １  

 

    ２  

 

    ３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札説明書（ 本文）  

 

別記１ 、 別記２ （ 福島県財務規則抜粋）  

 

様式 

 様式１  福島県事業執行管理システム等機器賃貸借一般競争入札 

        参加資格確認申請書 

 様式２  福島県事業執行管理システム等機器賃貸借一般競争入札 

     参加資格確認通知書 

 様式３ －１  入札書 

 様式３ －２  見積書 

 様式４  委任状 

 様式５  福島県事業執行管理システム等機器賃貸借一般競争入札 

     出席届 

 様式６  入札保証金納付免除申請書 

 様式７  納入実績証明書 

 様式８  納入実績証明願 

 様式９  福島県事業執行管理システム等機器賃貸借一般競争入札 

     仕様書等に関する質問書 

 様式１ ０  福島県事業執行管理システム等機器賃貸借一般競争 

入札仕様書等に関する回答書 

 様式１ １  セキュリ ティ 同意書 

 様式１ ２  技術責任者通知書 

 様式１ ３  技術責任者経歴書 

 様式１ ４  オペレータ経歴書 

 様式１ ５  下請通知書 

 様式１ ６  元請・ 下請関係者一覧表 

 様式１ ７  納入仕様書 

    3 ～  9 

 

    10 ～ 12 

 

    13 ～ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  ４  

 

 

    ５  

 

 

福島県事業執行管理システム等機器賃貸借に関する契約書（ 案）  

個人情報取扱特記事項 

 

福島県事業執行管理システム等機器賃貸借及び運用保守業務仕様書 

 

 

   54 ～ 65 

  

 

   66 ～ 92 

 

 

 

2



 

入札説明書 

 

こ の入札説明書は、 福島県事業執行管理シス テム 等機器賃貸借について、 地方自治法施

行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号。 以下「 施行令」 と いう 。 ） 、 地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を 定める 政令（ 平成７ 年政令第３ ７ ２ 号） 、 福島県財務規則

（ 昭和３ ９ 年福島県規則第１ ７ 号。 以下「 財務規則」 と いう 。 ） 及び本件物品調達契約に

係る 一般競争入札（ 以下「 入札」 と いう 。 ） の公告等の規定に基づき 、 一般競争入札に参

加する 者（ 以下「 入札者」 と いう 。 ） が、 遵守し なければなら ない事項を 定めたも のであ

る 。  

 

１  入札に付する 事項 

 ( 1)  借入物品及び数量 

  福島県事業執行管理シス テム 等機器一式（ 据付け、 調整、 機器保守、 運用管理、

移行対象シス テム の移行等を 含む。 ）  

 ( 2)  借入物品の仕様等 

  仕様書によ る 。  

( 3)  借入期間 

令和９ 年１ 月１ 日から 令和１ ３ 年１ ２ 月３ １ 日まで 

  ( 4)  借入物品の納入場所 

 福島県内の別に指示する 場所 

 

２  契約条項を 示す場所及び期間、 入札説明書の閲覧場所及び期間 

 ( 1)  契約条項を 示す場所及び入札説明書の閲覧場所 

郵便番号960-8670 福島市杉妻町２ 番１ ６ 号 

福島県土木部土木総室土木総務課 

  電話024-521-7454     Ｆ Ａ Ｘ 024-521-7954  

( 2)  契約条項を 示す期間及び入札説明書の閲覧期間 

  令和８ 年７ 月３ 日（ 金） から 令和８ 年８ 月１ ８ 日（ 火） まで（ 土曜日、 日曜日及び祝祭日を除

く 。 ） の午前８ 時３ ０ 分から 午後５ 時まで 

 

３  入札に参加する 者に必要な資格に関する 事項 

次に掲げる 条件を全て満足し ている 者であり 、 かつ、 当該入札に参加をする者に必要な資

格の確認を受けた単独の者であるこ と 。  

( 1)地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の４ 第１ 項各号のいずれの規定に

も 該当し ない者であるこ と 。  

( 2)一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から 開札の日までの間に福島県から 入札参

加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であるこ と 。  

( 3)会社更生法（ 平成１ ４ 年法律第１ ５ ４ 号） の規定によ る更正手続開始の申立てをし ている 者

若し く は申立てがなさ れている 者又は民事再生法（ 平成１ １ 年法律第２ ２ ５ 号） の規定によ

る 再生手続開始の申立てをし ている 者若し く は申立てがなさ れている 者にあっては、 当該手

続開始の決定を受けた後に、 こ の入札に参加する こ と に支障がないと 認めら れる 者であるこ

と 。  
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( 4)当該物品又はこ れと 同程度の機能及び規模を有する物品について、 過去 10 年間において国

及び地方公共団体に納入し た実績があり 、 かつ、 確実に納入できる 者である こ と 。  

( 5)当該物品に係る 保守、 修理、 部品供給等を借入期間中円滑に行い得る者であるこ と 。  

( 6)当該物品の運用管理にあたり 、 当該物品又はこ れと 同程度の機能及び規模を有する物品の運

用管理に関する 業務の経験を３ 年以上有する者を常駐さ せる こ と ができる者であるこ と 。  

 

４  入札に参加する 者に必要な資格の確認 

 入札に参加を 希望する 者は、 次に定める と こ ろ によ り 提出し 、 ３ に規定する 入札参 

加資格の確認を 受ける こ と 。  

( 1)  提出期間 

   令和８ 年７ 月３ 日（ 金） から ７ 月１ ４ 日（ 火） ま で（ 土曜日、 日曜日及び祝祭日

を 除く 。 ） の午前９ 時から 午後５ 時ま で 

 ( 2)  提出場所 

    郵便番号９ ６ ０ －８ ６ ７ ０  

    福島県福島市杉妻町２ 番１ ６ 号 

    福島県土木部土木総室土木総務課 

    電話 ０ ２ ４ －５ ２ １ －７ ４ ８ ８  

    Ｆ Ａ Ｘ  ０ ２ ４ －５ ２ １ －７ ９ ５ ４  

 ( 3)  提出方法 

    郵送又は持参によ る 。  

    ただし 、 郵送によ る 場合は、 書留郵便と し 、 令和８ 年７ 月１ ４ 日（ 火） 午後５ 時 

ま で必着と する 。  

 ( 4)  提出書類 

  ア 全般、 ３ ( 1) ～３ ( 3) 関係 

様式１ 「 福島県事業執行管理シス テム 等機器賃貸借一般競争入札参加資格確認申 

請書」  

  イ  ３ ( 4)  関係 

( ｱ)  納入実績を 証明する 書類 

     ・ 納入先が福島県の場合 

様式７ 「 納入実績証明書」 、 様式７ に記載し た実績を 示す契約書の写し  

    ・ 納入先が福島県以外の場合 

 様式７ 「 納入実績証明書」 、 様式８ 「 納入実績証明願」  

納入実績証明願（ 様式８ ） を添付できない場合は、 内容等を証明できる書類 

   ( ｲ)  納入の確実性を 証明する 書類 

      納品確約書（ 任意様式）  

      ※会社の住所、 商号又は名称、 代表者職・ 氏名を 記載 

  ウ  ３ ( 5)  関係 

     保守体制及び計画書（ 任意様式）  

     ※当該物品に係る 保守、 修理及び部品供給等の体制、 シス テム の安定稼働を 図 

      る ための方策、 緊急時の対応等を 記載。 会社の住所、 商号又は名称、 代表者 

職・ 氏名を 記載、 申請者の実印を 押印 

  エ ３ ( 6)  関係 
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     様式１ ４ 「 オペレ ータ 経歴書」  

  オ 納入する 機器仕様 

     様式１ ７ 「 納入仕様書」  

     ※当該様式に記載し た事項が明記さ れている カタ ロ グ 等の資料を 添付する こ と 。  

      ま た、 資料にはNo. を 付け、 当該様式の資料No. と 合致さ せる と と も に、 資料 

の該当ページに付箋を 付ける 等、 容易に検索でき る 工夫を 施すこ と 。  

カ  ５ ( 4)  関係 

     様式６ 「 入札保証金納付免除申請書」  

 

( 5)  その他 

    提出書類に関し て、 県から 説明や追加資料の作成等を 求めら れた場合は、 対応し  

なければなら ない。 なお、 対応し ない場合は、 入札参加者の対象外と する 。  

 

５  入札保証金 

 ( 1)  入札に参加を 希望する 者は、 入札前ま でに入札金額の１ ０ ０ 分の３ 以上の額の入札 

保証金を 納付し なければなら ない。  

 ( 2)  入札保証金は、 現金（ 現金に代えて納付する 小切手にあ たっ ては、 福島県指定金融 

機関又は福島県指定代理金融機関が振り 出し たも の、 又は支払保証を し たも のに限 

る 。 ） で納める か、 又はその納付に代えて財務規則第１ ６ ９ 条第１ 項各号に規定する 有

価証券を 提出する も のと する 。  

 ( 3)  入札者で入札保証金を 納付し た者は、 入札保証金を 納付し た領収書を ６ ( 1)  に掲げ 

る 日時ま でに４ ( 2)  に掲げる 場所ま で提出する こ と 。  

 ( 4)  財務規則第２ ４ ９ 条第１ 項各号（ 別記１ ） のいずれかに該当する 場合、 入札保証金

の全部又は一部の納付を 免除する 。  

第１ 号に該当する 場合は、 様式６ 「 入札保証金納付免除申請書」 を土木総務課へ提出する 

こ と と し、 開札日に入札保証保険証券原本を提示するこ と 。 （ こ のと き、 証券原本は返却し ない

ので留意するこ と 。 ）  

 第２ 号に該当し 、 入札保証金納付の免除を 希望する 者は、 様式６ 「 入札保証金納付免

除申請書」 、 様式７ 「 納入実績証明書」 、 様式８ 「 納入実績証明願」 によ り 申請する こ

と 。  

 ( 5)  入札保証金の納付及び還付については、 別に定める と こ ろによ る 。  

 

６  入札の方法及び開札等 

 ( 1)  入札、 開札の日時及び場所 

    日時： 令和８ 年８ 月１ ９ 日（ 水）  午前１ １ 時０ ０ 分 

    場所： 福島県福島市杉妻町２ 番１ ６ 号 

福島県庁本庁舎４ 階土木総務課分室 

    ※郵送で入札する 場合は、 福島県庁本庁舎４ 階土木総務課へ書留郵便で送付する  

こ と 。 （ 令和８ 年８ 月１ ８ 日（ 火） １ ７ 時０ ０ 分ま で必着）  

 ( 2)  入札者は、 下記の書類を 持参し 県の確認を 受ける こ と 。  

  ア  様式２ 「 福島県事業執行管理シス テム 等機器賃貸借一般競争入札参加資格確認通 

    知書」  

 ( 3)  入札者は、 入札前に下記の書類を 提出する こ と 。  
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  ア  様式４ 「 委任状」  ※代理人が出席する 場合 

イ  様式５ 「 福島県事業執行管理シス テム 等機器賃貸借一般競争入札出席届」  

 ( 4)  入札保証金を 納付する 入札者は、 入札保証金を 納付し た領収書を 提示する こ と 。  

 ( 5)  開札は、 入札者又はその代理人を 立ち会わせて行う も のと し 、 入札者又はその代理 

  人が立ち会わない場合は、 入札事務に関係のない職員を 立ち会わせて行う 。  

( 6)  財務規則の規定に基づいて作成さ れた予定価格の制限の範囲内で最低価格を も っ て有

効な 入札し た 者を 落札者と する 。 た だし 、 施行令第１ ６ ７ 条の１ ０ 第１ 項の規定を 適

用する 必要があ る と 認める と き は、 予定価格の制限の範囲内の価格を も っ て申込みを

し た 者のう ち 最低の価格を も っ て入札書を 提出し た 者以外の者を 落札者と する こ と が

あ る 。  

 ( 7)  開札の結果、 予定価格に達し た入札者がいない時は、 直ちにその場所において再度 

入札に付すも のと する 。 入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、 再度入札 

について は、 棄権し たも のと 見なす。 再度入札に付し て も 落札者が決定し ない場合は、  

施行令第１ ６ ７ 条の２ 第１ 項第８ 号の規定によ り 、 随意契約を 行う 。  

 

７  入札書の提出方法 

( 1)  様式３ －１ 「 入札書」 を 封筒に入れて密封し 、 封筒に下記の事項を 記載する こ と 。  

ア 氏名（ 法人にあたっ ては、 商号又は名称）  

イ  ［ 令和８ 年８ 月１ ９ 日開札「 件名： 福島県事業執行管理シス テム 等機器賃貸借」

の入札書在中］  

( 2)  入札書を 書留郵便で提出する 場合は、 二重封筒と し 、 中封筒及び外封筒に上記を 記載 

し ､期限必着と なる よ う 郵送する こ と 。 なお、 電報、 電送その他の方法によ る 入札は認 

めない。  

( 3)  入札書の記載 

ア  入札書に記載さ れた 金額（ 税抜価格） に、 当該金額の１ ０ ０ 分の１ ０ に相当する

額を 加算し た金額（ 当該金額に１ 円未満の端数がある と き は、 その端数金額を 切り 捨

てた金額） を も っ て落札価格と する 。 なお、 入札者は、 消費税に係る 課税事業者、 免

税事業者を 問わず、 見積金額の１ １ ０ 分の１ ０ ０ に相当する 金額（ 税抜価格） を 入札

書に記載する こ と 。  

イ  入札者の住所、 商号又は名称、 代表者職・ 氏名の記載及び代表者の押印を する こ

と 。  

ウ  代理人で入札する 場合は、 入札書に、 入札者の住所、 商号又は名称及び代表者職

・ 氏名の他に、 当該代理人であ る こ と の表示、 当該代理人の氏名の記載及び押印を す

る こ と 。  

 

８  入札に関する 事項 

( 1)  入札者又はその代理人は、 当該入札に対する 他の入札者の代理を する こ と ができ な

い。  

( 2)  入札者は、 下記に該当する 者を 代理人にする こ と ができ ない。  

ア 契約の履行に当たり 、 故意に物品の品質に関し て不正の行為を し た者 

イ  公正な競争の執行を 妨げた 者又は公正な価格を 害し 若し く は不正の利益を 得る た

めに連合（ 談合） し た者 

ウ  落札者が契約を 結ぶこ と 又は契約者が契約を 履行する こ と を 妨げた者 
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エ 正当な理由がなく て契約を 履行し なかっ た者 

オ 前各号の一に該当する 事実があ っ た後２ 年を 経過し ない者を 契約の履行に当たり

代理人、 支配人その他の使用人と し て使用し た者 

( 3)  開札場所には、 様式５ 「 福島県事業執行管理シス テ ム 機器賃貸借一般競争入札出席

届」 に記載のない者は入場でき ない。  

ま た、 開札開始後に、 開札会場に入場する こ と はでき ない。  

( 4)  入札者又はその代理人は、 入札書を 一旦提出し た後は、 開札の前後を 問わず書換え、

引換え又は撤回を する こ と ができ ない。  

 

９  入札の取り 止め等 

入札者が連合（ 談合） し 、 又は不隠の行動を な す等の場合において、 入札を 公正に執

行する こ と ができ な いと 認めら れる と き は、 当該入札者を 入札に参加さ せず、 又は入札

の執行を 延期し 、 若し く は取り 止める こ と がある 。  

 

１ ０  入札の無効 

  下記に該当する 入札は無効と する 。  

( 1)  入札参加資格のない者の提出し た入札 

( 2)  こ の入札説明書の規定に違反し た入札 

( 3)  郵送の場合、 所定の日時、 場所までに到達し ない場合の入札 

( 4)  所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供し ない者のし た入札 

( 5)  委任状を 持参し ない代理人のし た入札 

( 6)  同一事項の入札について他人の代理人を 兼ね、 又は２ 人以上の代理人を し た者の入札 

( 7)  入札書に記名押印がない入札（ 押印を省略する 場合は、 「 本件責任者及び担当者」 の氏名

及び連絡先の記載のない入札を含む）  

( 8)  金額を 訂正し た入札 

( 9)  誤字、 脱字等によ り 意思表示が不明瞭である 入札 

( 9)  同一人が同一事項に対し て２ 通以上の入札を し 、 その前後を 判別する こ と ができ ない

入札又は後発の入札 

( 10)  明ら かに連合（ 談合） によ る と 認めら れる 入札 

( 11)  その他、 入札に関する 条件又は県において特に指定し た事項に違反し た入札 

 

１ １  落札者の決定方法 

( 1)  財務規則の規定に基づいて作成さ れた予定価格の制限の範囲内で最低価格を も っ て有

効な入札し た者を 落札者と する 。  

ただし 、 施行令第１ ６ ７ 条の１ ０ 第１ 項の規定を 適用する 必要がある と 認める と き は、

予定価格の制限の範囲内の価格を も っ て申込みを し た者のう ち最低の価格を も っ て入

札書を 提出し た者以外の者を 落札者と する こ と がある 。  

( 2)  落札と なる べき 同価の入札書を 提出し た者が２ 人以上あ る と き は、 直ちに当該入札者

にく じ を 引かせて落札者を 定める 。  

こ の場合において、 当該入札者のう ちく じ を 引かない者がある と き は、 こ れに代えて

当該入札事務に関係のない職員にく じ を 引かせる も のと する 。  

( 3)  入札者がいないと き 、 又は再度入札を 執行し ても 落札者がない場合は、 施行令第 

１ ６ ７ 条の２ 第１ 項第８ 号の規定によ り 随意契約を する こ と ができ る 。  
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１ ２  落札者決定の通知 

落札者と さ れなかっ た入札者から 請求があ っ た と き は、 落札者を 決定し た こ と 等につ

いて通知を する ので、 通知を 必要と する 者は発注者に申し 出る こ と 。  

 

１ ３  契約保証金 

( 1)  落札者は、 契約金額の１ ０ ０ 分の５ 以上の額の契約保証金を 納付し なければなら ない。  

( 2)  契約保証金は、 現金（ 現金に代えて納付する 小切手にあ っ ては、 福島県指定金融機関

又は福島県指定代理金融機関が振り 出し たも の又は支払保証を し たも のに限る 。 ） で

納める も のと する が、 又はその納付に代えて財務規則第１ ６ ９ 条第１ 項各号に規定す

る 有価証券を 提出する も のと する 。  

( 3)  財務規則第２ ２ ９ 条第１ 項各号（ 別記２ ） のいずれかに該当する 場合においては、 契

約保証金の全部又は一部の納付を 免除する 。  

( 4)  契約保証金の減免については、 落札者に別途通知する 。  

( 5)  契約保証金の納付及び還付については、 別に定める と こ ろ によ る 。  

 

１ ４  契約書等の作成 

( 1)  契約書を 作成する 場合において落札者は、 発注者が交付する 契約書（ 案） に異議がな

ければ記名押印し 、 発注者に送付する こ と 。  

( 2)  契約の確定時期は、 地方自治法第２ ３ ４ 条第５ 項の規定によ り 両者が契約書に記名押

印し たと き に確定する も のと する 。  

( 3)  落札者が、 契約書を 提出し ないと き は、 落札を 取消すこ と がある 。  

 

１ ５  賃貸借料の支払い条件 

( 1)  賃貸借料月額の計算 

賃貸借契約は機器賃借料等の総額で契約し 、 １ ( 3) の始期から 起算し 契約終了までを賃貸借期

間と し て月毎に計算する。  

( 2)  賃貸借料月額の計算における端数処理 

賃貸借期間中の各月の賃貸借料は、 賃貸借料の総額を賃貸借期間中の月数（ 以下「 賃借月

数」 と いう 。 ） で除し た額を賃貸借料の月額（ 以下「 平均賃貸借料月額」 と いう 。 ） と し 、 平

均賃貸借料月額又は平均賃貸借料月額によ り 算出さ れる 取引に係る 消費税及び地方消費税の額

に１ 円未満の端数が生じ たと き は、 賃貸借料の総額から 、 取引に係る 消費税及び地方消費税の

額を除いた賃貸借料を賃借月数で除し て算出し た額と 当該平均賃貸借料月額から 算出さ れる 取

引に係る 消費税及び地方消費税の額の総額に１ 円未満の端数を生じ ない平均賃貸借料月額以下

の近似値の額（ 以下「 調整月額料」 と いう 。 ） を各月の賃貸借料と し 、 賃借料総額から 調整月

額料に賃借月数を乗じ た額を減じ た額を賃貸借期間の最初の月の賃借料に加算する も のと する 。  

ただし 、 調整月額料によ って算出さ れた最初の月の賃借料に１ 円未満の端数が生じ たと き は、

こ れを切り 捨てるも のと する。  

( 3)  賃借料の支払い 

毎月１ ０ 日までに前月分の賃借料の支払いを請求するも のと し 、 県は請求書を受理し た日か

ら ３ ０ 日以内に賃借料を支払う 。  

 

１ ６  契約手続において使用する 言語及び通貨 
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日本語及び日本国通貨。  

１ ７  契約条項 

契約書（ 案） 及び財務規則によ る 。  

 

１ ８  苦情の申し 立て 

すべての入札者は、 本契約に係る 入札等について政府調達に関する 協定の規定に違反 

する 調達が行われたと 判断する 場合は、 調達を する 発注者等へ協議又は苦情を 申し 出る  

こ と ができ る 。  

 

１ ９  仕様等に関する質問及び回答 

仕様等に関し て質問があると きは、 下記のと おり 行う こ と 。  

( 1)  質問は、 様式９ 「 福島県事業執行管理システム等機器賃貸借一般競争入札仕様書等に関する

質問書」 （ 以下「 質問書」 と いう 。 ） によ り 行う こ と 。 電話など口頭及び郵送によ る 質問は、

受け付けない。  

( 2)  質問書の提出は、 ２ ( 1) にＦ ＡＸ 送付するこ と と し 、 送付後、 電話で確認を取るこ と 。  

( 3)  質問書に対する 回答は、 様式１ ０ 「 福島県事業執行管理システム等機器賃貸借一般競争入札

仕様書等に関する 回答書」 によ り 福島県土木部企画技術総室土木企画課のホームページへ掲載

すると と も に、 上記４ の( 2)  に掲げる 場所で閲覧に供する。  

土木企画課ホームページ http: //www. pref . f ukushi ma. l g. j p/sec/41025a/ 

 ( 4)  質問の受付期間は、 公告のあった日から 令和８ 年７ 月１ ４ 日（ 火） １ ７ 時０ ０ 分までと する。  

 

２ ０  入札説明書の取り 扱い 

入札説明書の受領者は、 納入仕様書作成以外の目的で次の行為を行ってはなら ない。  

( 1)  本説明書の第三者への閲覧、 貸与又は譲渡 

( 2)  第三者への配布を目的と した本説明書の複写 

( 3)  第三者への本説明書複写物の配布 
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別記１  

福島県財務規則（ 抜粋）  

（ 入札保証金の減免）  

第249条 前条の規定にかかわら ず、 契約権者は、 次に掲げる 場合においては、 入札保証金

の全部又は一部の納付を 免除する こ と ができ る 。  

( 1)  一般競争入札に参加し よ う と する 者が保険会社と の間に県を 被保険者と する 入札保証

保険契約を 締結し ている と き 。  

( 2)  一般競争入札に参加する 資格を 有し 、 過去２ 年間に官公署（ 予算決算及び会計令第99

条第９ 号に掲げる 沖縄振興開発金融公庫等を 含む。 ） と その種類及び規模を ほぼ同じ

く する 契約を ２ 回以上にわたり 締結し 、 こ れら を すべて 誠実に履行し 、 かつ、 契約を

締結し ないおそれがないと 認めら れる と き  

( 3)  試験研究、 調査等の委託契約を締結する場合において、 契約の相手方が契約を締結し ないこ と

と なるおそれがないと 認めら れると き。  

( 4)  その他別に定めると き。  

２                                     （ 略）  

 

 

福島県財務規則施行通達（ 抜粋）  

第249条関係 

１   第１ 項第２ 号については、 契約の相手方が、 官公署と 複数年にわたる契約を締結し ている場合、

当該契約に係る期間が過去２ 年間にあると きは、 当該契約の締結時期が過去２ 年間になく ても 、

過去２ 年間に当該契約を締結し たも のと みなす。 また、 当該契約のすべてが履行さ れていなく て

も 、 部分払などにより 履行が確認さ れればよ い。  

２   第１ 項第４ 号の「 その他別に定めると き」 と は、 工事の請負契約、 測量等の委託契約、 物品の

購入契約、 森林整備業務の委託契約、 庁舎等維持管理業務の委託契約、 自動販売機の設置の用に

供するための行政財産の貸付契約に係る条件付一般競争入札（ 第 266 条において準用する場合

を含む。 ） 及び林産物の売払契約における指名競争入札を行う と きをいう 。  
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別記２  

福島県財務規則（ 抜粋）  

（ 契約保証金の減免）  

第 229 条 前条の規定にかかわら ず、 契約権者は、 次に掲げる場合においては、 契約保証金の全部 

又は一部の納付を免除するこ と ができ る。  

( 1)  契約の相手方が官公署及び知事がこ れに準ずるも のと 認める法人であると き。  

( 2)  契約の相手方が保険会社と の間に県を被保険者と する履行保証保険契約を締結し ている と き。  

( 3)  契約の相手方から 委託を受けた保険会社、 銀行、 農林中央金庫その他予算決算及び会計令（ 昭

和 22 年勅令第 165 号） 第 100 条の３ 第２ 号の規定によ り 財務大臣が指定する 金融機関（ 次条第

２ 項において「 保険会社等」 と いう 。 ） と 工事履行保証契約を締結したと き。  

( 4)  過去２ 年間に官公署（ 予算決算及び会計令第 99 条第９ 号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を 

含む。 ） と その種類及び規模をほぼ同じ く する契約を２ 回以上にわたり 締結し 、 こ れら を全て誠実 

に履行し 、 かつ、 契約を履行し ないおそれがないと 認めら れると き。  

( 5)  随意契約を締結する 場合において、 請負代金又は契約代金の額が 100 万円未満であり 、 かつ、  

契約の相手方が契約を履行し ないおそれがないと 認めら れると き 。  

( 6)  １ 件 500 万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、 当該契約に係る物品が当該契約 

において定める期日までに確実に納入さ れるも のと 認めら れると き。  

( 7)  １ 件 500 万円未満の建設工事又は製造の請負契約を締結する場合において、 契約の相手方が契 

約を履行し ないおそれがないと 認めら れると き。  

( 8)  １ 件 300 万円未満の工事（ 建設工事を除く 。 ） の請負契約を締結する場合において、 契約の 

相手方が契約を履行し ないおそれがないと 認めら れると き。  

( 9)  工事等の請負契約の締結後に当該工事等に係る請負代金の額を変更する場合において、 変更 

後の請負代金の額に 100 分の 10（ 建設工事又は製造以外にあつては 100 分の５ ） を乗じて得た 

額が既に納付さ れた契約保証金の額の二倍未満の額であり 、 かつ、 契約の相手方が契約を履行しな 

いおそれがないと 認めら れると き。  

( 10)  除染作業業務委託契約又は森林整備業務委託契約の締結後に当該業務委託に係る業務委託料を 

変更する場合において、 変更後の業務委託料に 100 分の５ を乗じ て得た額が既に納付さ れた契約 

保証金の額の二倍未満の額であり 、 かつ、 契約の相手方が契約を履行し ないおそれがないと 認めら  

れると き。  

( 11)  応急仮設住宅撤去業務の契約締結後に当該撤去業務に係る 契約金額を変更する場合において、  

変更後の契約金額に 100 分の５ を乗じて得た額が既に納付さ れた契約保証金の額の二倍未満の額 

であり 、 かつ、 契約の相手方が契約を履行し ないおそれがないと 認めら れると き。  

( 12)  １ 件の契約金額が 500 万円未満の契約を締結する場合において、 契約の相手方が第１ 号に掲 

げる公共団体以外の公共団体又は公共的団体で知事が指定するも のであると き。  

( 13)  県において公用又は公共の用に供するため財産を購入する 場合において、 当該契約の締結と 同 

時に登記義務者から 登記をするこ と についての承諾書の提出があり 、 かつ、 当該財産の引渡し が拒 

絶さ れるおそれがないと 認めら れると き。  

( 14)  法令に基づき延納が認めら れる場合において確実な担保が提供さ れたと き。  

( 15)  財産を売り 払う 契約を締結する場合において売払代金が即納さ れると き。  

( 16)  試験研究、 調査等の委託契約を締結する場合において、 契約の相手方が契約を履行し ないおそ 

れがないと 認めら れると き。  
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( 17)  県において公用又は公共の用に供するため財産を借り 入れる場合において、 契約の相手方が契 

約を履行し ないおそれがないと 認めら れると き。  

( 18)  貸付契約、 補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付さ せるこ と が適さ ない契約を締結す 

る場合において、 契約の相手方が契約を履行し ないおそれがないと 認めら れると き。  

 

２                               （ 略）  
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様式１  
 

福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

                             令和 年  月  日 

 

  福島県知事 内堀雅雄 様       

 

                      （ 〒   －    ）  

              住     所 

              （ ふり がな ）       

              商号又は 名称                 

              代表者職・ 氏名 

              電 話 番 号  （     －   －    ）  

              Ｆ  Ａ  Ｘ  番 号  （     －   －    ）  

               （ 作成担当者 職・ 氏名            ）  

 

 令和８ 年 月  日付け 第 号で 公告が あ り ま し た 福島県事業執行管理シ ス テ ム 等機器

賃貸借の 一般競争入札参加資格の 確認を 受け た い の で 、 入札参加に 必要な 資格要件等を 満

足する こ と を 示す書類を 添付し て 、 資格の 確認を 申請し ま す。  

な お 、 こ の 申 請書 及び 添付書 類 の 記載 事項 は 、 事実 と 相 違な く 、 か つ、 下 記に つ い て

も 満足し て い る こ と を 誓約し ま す。  

                   記 

 ( 1) 地方自治法施行令（ 昭和22年政令第16号） 第167条の４ 第１ 項及び第２ 項のいずれの規定にも

該当し ない者である こ と 。  

( 2) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から 開札の時ま での間に福島県から 入札参

加資格制限措置又は指名停止を受けていない者である こ と 。  

( 3) 会社更生法（ 平成14年法律第154号） の規定によ る 更正手続開始の申立てをし ている 者若し く

は申立てがなさ れている 者又は民事再生法（ 平成11年法律第225号） の規定によ る 再生手続開始

の申立てをし ている 者若し く は申立てがなさ れている 者にあっては、 当該手続開始の決定を 受

けた後に、 こ の入札に参加する こ と に支障がないと 認めら れる 者である こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 後日資格確認通知書を送付し ますので、 返信用封筒と し て、 表に申請者の住所及 

   び商号又は名称を 記載し 、 84円切手を 貼っ た 長３ 号封筒を こ の 申請書と 併せて 提出 

   し て く だ さ い。  
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※提出不要 

様式２     
 

福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借 

一般競争入札参加資格確認通知書 
 

８ 土第     号  

令和８ 年 月  日  

 

                      

                         様 

 

 

                     福島県知事 内堀雅雄      

 

 

 先 に 申 請の あ り ま し た 標 記の 特定 調達契 約 に 係 る 入 札 参加 資格 に つい て は 、 下記 の と

おり 確認し た の で 、 お知ら せし ま す。  

 

記 

 

１  入札参加資格の有無 
 
 

公告日及び番号 令和８ 年  月  日  公 告   第   号 
 

 借入物件名 

 及び数量 
福島県事業執行管理システム等機器賃貸借一式 

 本公告に 係る  
 入札参加資格 
 の 有無 

有り   ・   無し  

※入札参加資格 

 が な いと 認め  

 た 理由 

 

 
 

２  入札参加資格有り と さ れた方に対する 条件 

 ( 1)  納入物件は、 入札説明書及び貴社が作成し た納入仕様書に示し た仕様に基づき 入札し てく ださ

い。  

 ( 2)  こ の確認通知以降、 納入仕様の変更は認めら れま せん。  

 ( 3)  こ の確認通知書は、 入札書の開札日に入札執行者から 入札参加資格を確認する ため提示を求め

ら れま すので、 開札日に必ず持参し てく ださ い。  

 

３  入札参加資格がないと 通知さ れた方への説明 

入札参加資格が な い と 通知さ れ た 方は 、 入札参加資格が な い と 認め た 理由に つい て 説

明を 求め る こ と が で き ま す。  
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様式３ －１  

 

入    札    書 

 

 

金 額 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

            

  借入物品及び数量                    福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借一式 

  借入物品の納入場所  福島県の指定する 場所 

  借 入 期 間                    令和９ 年１ 月１ 日から 令和１ ３ 年１ ２ 月３ １ 日ま で 

 

 上記のと おり 入札いたし ま す。  

 

    令和  年  月  日 

 

     住     所 
 

     商 号 又 は 名 称               
 

     代表者職・ 氏名                                        印 

 

    
※（ 押印を省略する 場合のみ余白に記載）  

                本人責任者 

                氏名 

所属部署名 

                         連絡先（ 電話番号）  

                           本件事務担当者 

                         氏名 

                         所属部署名 

                         連絡先（ 電話番号）  

  福島県知事 内堀 雅雄 様 

 

注） １  金額の文字の頭に、 ￥を付すこ と 。  

  ２  再度入札の場合は、 入札書の前に「 再」 と 記入する こ と 。
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様式３ －２ （ 再入札不調時に随意契約に移行する 場合）  

 

見    積    書 

 

 

金 額 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

                

  借入物品及び数量                    福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借一式 

  借入物品の納入場所  福島県の指定する 場所 

  借 入 期 間                    令和９ 年１ 月１ 日から 令和１ ３ 年１ ２ 月３ １ 日ま で 

 

 上記のと おり 見積いたし ま す。  

 

    令和  年  月  日 

 

     住     所 

 

     商 号 又 は 名 称               

 

     代表者職・ 氏名                                         印 

 
※（ 押印を省略する 場合のみ余白に記載）  

                本人責任者 

                氏名 

                 所属部署名 

                         連絡先（ 電話番号）  

                           本件事務担当者 

                         氏名 

                         所属部署名 

                         連絡先（ 電話番号）  

 

  福島県知事 内堀 雅雄 様 

 

注） １  金額の文字の頭に、 ￥を付すこ と 。  

  ２  再度見積の場合は、 見積書の前に「 再」 と 記入する こ と 。
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様式４  

 

委      任      状 

 

 私は、 都合によ り 次の者を代理人と 定め下記事項を委任し ま す。  

 

記 

 

 令和  年 月 日に執行さ れる 「 福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借」 の入札

及び見積に関する 一切の権限。  

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 福島県知事 内堀 雅雄 様 

 

 

            委任者 住     所 

                商号又は名称              

                代表者職・ 氏名                 

 

 

            受任者 職 名 又 は 住 所               

                氏     名                 

 

 

 

（ 本件一般競争入札について、 代理人が出席する 場合に必要）
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様式５  

 

福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借 

一般競争入札出席届 

                

                            令和  年  月  日 

 

      入札参加者  住     所     

              ( ふり がな)    

              商号又は名称 

             代表者職・ 氏名                      

 

１  公  告  日  令和  年  月  日 

 

２  公     告  第   号 

 

３  出  席  者 

 ( 1)  代表者（ 個人の場合は本人） 又は代理人 
 
 

会  社  名 役 職 名 氏      名 備   考 
 

    

 

 ( 2)  その他出席者 
 
 

会  社  名 役 職 名 氏      名 備   考 
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様式６ 

 

 

入 札 保 証 金 納 付 免 除 申 請 書                                                                                  

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 福島県知事 内堀雅雄 様 

 

 

 

         申請者 住     所 

 

             商号又は名称               

 

             代表者職・氏名                  

 

 

 

「福島県事業執行管理システム機器賃貸借一式」の調達契約に係る一般競争入札の入札保

証金の納付を免除されたく、下記の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 入札保証保険契約を締結したことを証する書面（保険証券） 

 

２ 入札参加者が、過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を

数回にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証する納入実績証明書（様

式７。福島県が発注した契約については、証明書に代えて契約書の写を添付することが

できる。）。 

 

 

 

 

 

 

（注） 提出書類により１又は２に○印を付してください。 
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様式７ 

 

納  入  実  績  証  明  書 

 
 
 

納入物品名  
 

納入場所           

契約年月日  

納入の形態 物品の納入  賃貸借  その他（            ） 

納 入 日  

納入物品の 

仕様・数量 
 

契約金額           

 

 

 

申請者  住     所 

 

             商号又は名称               

 

             代表者職・氏名                   

 

 

（注１） 納入実績を証明するものとして、次の書類を添付すること。 

    １ 福島県が発注した契約の場合：契約書の写 

    ２ 福島県以外が発注した契約の場合 

① 発注機関の証明を受けた納入実績証明願（様式８） 

②  納入実績証明願（様式８）を添付できない場合は、内容等を証明できる 

書類 

    ３ 契約金額は契約単価でも可（消費税含む金額） 

    ４ 実績は本店・支店を問わない。 

（注２） 納入の形態については、該当するものに○をつけること。 

なお、その他の場合は、その内容を記載すること。 
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様式８ 

 

納  入  実  績  証  明  願 

 

                          令和  年  月  日 

 

                   様 

 

 

         納入者 住     所 

             商号又は名称               

             代表者職・氏名                  

 

 一般競争入札の入札（契約）保証金免除申請のため、福島県に提出する必要があります

ので、下記物品の納入実績を証明願います。 

記 
 
 

納入物品名 
  

納入場所          
 

契約年月日 
 

納入の形態   物品の納入  賃貸借  その他（            ） 

納 入 日 
 

納入物品の 

仕様・数量 

 

契約金額          
 

 

 

 上記のとおり納入したことを証明します。 

 

  令和  年  月  日 

 

               証明者 

                                     

 

 

（注） 契約金額は契約単価でもよい。（消費税を含む。） 
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様式９  

 

福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借 

一般競争入札仕様書等に関する 質問書 

 

                            令和  年  月  日 

 

  福島県土木部土木総務課長 様 

 

質 問 者  住 所              

商号又は名称              

代表者職・ 氏名 

担当者職・ 氏名 

電 話 番 号                （       -      -      ）  

Ｆ Ａ Ｘ                （       -      -      ）  

 
 
 冊子名及び 

該当ページ  
質  問  項  目 質 問 の 趣 旨 ・  内 容 

 

   

 
（ 注）  １  質問書はＦ Ａ Ｘ によ り 送信し た後、 必ず電話で着信の確認をする こ と 。  

２  電話など口頭及び郵送によ る 質問は受け付けない。  

３  記載欄が不足する 場合は、 こ の書式を複写し て記載する こ と 。  

４  冊子 名及び該 当ペー ジ 欄に は 、 「 入 札説明書 」 、 「 仕様書」 等 の 区分と そ の

該当ページ を 記載する こ と 。  

５  回答の内容は、 後日、 質問担当者宛連絡する と と も に、 福島県土木部土木総務課で閲覧

に供する 。  
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様式１ ０  

 

福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借 

一般競争入札仕様書等に関する 回答書 

 

                            令和  年  月  日 

 

  

   

                    様 

 

                      福島県土木部土木総務課長 

                        （ 公 印 省 略）  

 
 
 質 問 項 目 質  問  内  容 回       答  

   

 
（ 注）  質問に対する 回答は、 別途、 福島県土木部土木総務課で閲覧に供する 。  
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様式１ １  

セキュ リ ティ 同意書 

 

令和  年  月  日 

 

 

 福島県知事  内堀 雅雄 様 

 

 

        受注者 住 所  

            氏 名  

                 

 

 

 福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借に関する 契約については、 下記事項について

同意し て業務を履行いたし ま す。  

 

記 

 

１  本契約の履行にあたっ ては、 本件契約書及び福島県が定める 情報セキュ リ ティ に関す

る 規定等を遵守いたし ま す。  

 

２  業務の遂行にあたり 、 提供を 受けた資料及びデータ 等は、 本契約の履行以外には使用

し ま せん。  

 

３  提供を 受けた資料及びデータ 等は、 本契約に従事する 者以外に、 漏洩がないよ う に厳

格に管理を行いま す。  

  ま た、 その資料及びデータ 等を 保持する 必要がなく なっ た場合には、 発注者の指示に

従い、 速やかに消去又は返還し 、 書面にて別途報告し ま す。  

 

４  データ 等のセキュ リ ティ 管理については、 発注者の指導に従い、 求めに応じ て状況を

報告し ま す。  

 

５  本契約の従事者には、 秘密保持義務について指導・ 監理いたし ま す。  
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様式１２ 

令和  年  月  日  

 

 

 福島県知事  内堀 雅雄 様 

 

 

受注者  住 所 

                                  氏 名 

 

 

 

技術責任者通知書 

 

 

 

 標記について、下記のとおり定めたので、経歴書を添え届けます。 

 

 

記 

 

 

１ 契約の名称   

 

 

２ 技術責任者 
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様式１３ 

技術責任者経歴書 

 

 

１ 氏   名 

 

 

２ 生 年 月 日           

 

 

３ 最 終 学 歴           

 

 

４ 社内での職名・業務内容 

 

 

５ 取得資格等 

 

 

６ 業 務 経 歴           
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様式１４ 

オペレータ経歴書 

 

 

１ 氏   名 

 

 

２ 生 年 月 日           

 

 

３ 最 終 学 歴           

 

 

４ 社内での職名・業務内容 

 

 

５ 取得資格等 

 

 

６ 業 務 経 歴           
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様式１ ５  

下 請 通 知 書                         
 

年  月  日  
 
 福島県知事 内堀 雅雄 様 
 
                      （ 受注者）  
                        名 称 
 
                        代表者                  
 
 令和  年  月  日契約の福島県事業執行管理シス テム等機器賃貸借及び保守に関する 契約につ
いて、 下記のと おり 通知し ま す。  
 
  元 
 
 請 
 
 業 
 
 者 

 
 番 
 
 号 
 
 １  

 商号又は名称                 

 代 表 者                

 請 負 金 額                

 技 術 責 任 者                

 
 
 
 
 
 
 
 
 下 
 
 
 
 
 
 請 
 
 
 
 
 
 業 

 
 
 
 番 
 
 号 
 
 ２  

 商号又は名称                 直上の元請 
 の 番 号 

 代 表 者                

 
 
 
     １  

 所 在 地                

 予 定 期 間                   年  月  日から    年  月  日ま で 

 下 請 の 内 容                

 技 術 責 任 者                

 
 
 
 番 
 
 号 
 
 ３  

 商号又は名称                 直上の元請 
 の 番 号 

 代 表 者                
 

 所 在 地                

 予 定 期 間                   年  月  日から    年  月  日ま で 

 下 請 の 内 容                

    
 
 
 
 者 

  技 術 責 任 者                  

 
 
 
 番 
 
 号 

 商号又は名称                 直上の元請 
 の 番 号 

 代 表 者                
 

 所 在 地                

 予 定 期 間                   年  月  日から    年  月  日ま で 

 下 請 の 内 容                

 技 術 責 任 者                

 
 〔 記入上の注意〕  
 １  全ての下請関係について記載する こ と 。  
 ２  「 下請契約金額」 の欄は、 ２ 次以下の下請契約についても 契約金額を記載する こ と 。  
 ３  「 直上の元請の番号」 の欄は、 その業務を発注し た業者の番号を記載する こ と 。 例えば番号２ の

業者が番号３ の業者と 下請契約を締結し た場合、 番号３ の業者の「 直上の元請の番号」 は２ と なる 。  
 ４  記載欄が不足する 場合は複数枚があっても かま わない。  
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様式１ ６  

元 請 ・ 下 請 関 係 者 一 覧 表                                      
 
 
 元 

 請 

 業 

 者 

 番 

 

 号 

 

 １  

 商号又は名称               
  

 代 表 者               
 

 技 術 責 任 者               
 

 

 

 

 

 

 下 

 

 

 

 

 

 

 

 請 

 

 

 

 

 

 

 

 業 

 

 

 

 番 

 

 号 

 

 ２  

 商号又は名称               
 

 直上の元請 

 の 番 号 

 代 表 者               
 

 

 

 

     １  

 所 在 地               
 

 予 定 期 間                   年  月  日から   年  月  日まで 

 下 請 の 内 容               
 

 技 術 責 任 者               
 

 

 

 

 番 

 

 号 

 

 ３  

 商号又は名称               
 

 直上の元請 

 の 番 号 

 代 表 者               
 

 

 所 在 地               
 

 予 定 期 間                   年  月  日から   年  月  日まで 

 下 請 の 内 容               
 

 技 術 責 任 者               
 

      

 

 

 

 

 者 

 

 

 

 番 

 

 号 

 商号又は名称                 直上の元請 

 の 番 号 

 

 代 表 者               
 

 

 所 在 地               
 

 予 定 期 間                   年  月  日から   年  月  日まで 

 下 請 の 内 容               
 

 技 術 責 任 者               
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(様式１７）

納入仕様書(ハードウ ェア関係) 会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１）仮想化統合サーバ(実稼働機系）

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

3

19インチラック搭載型

プロセッサ種別 Intel Xeon Gold プロセッサー(2.90GHz)以上

コア数 24コア以上

メモリ 容量 搭載：128GB以上

論理容量 600GB以上

回転数 10,000回転／分以上

ホットスペア 1台以上

RAIDレベル RAID1もしくはRAID5

キャッシュメモリ 2GB以上

Fiber Channel 16Gbpsまたは32Gbpsポート×2以上

Ethernet 1000BASE-Tポート×8以上

USB 2ポート以上

冗長化（ホットプラグ対応）
AC 100/200V対応 50/60Hz対応

冗長化

仮想化ハイパーバイザとして、Windows Server 2025 Hyper-Vを
使用する 。なお、仮想化統合サーバ上では、Windows Server
2019/2022/2025 の各エディションのゲストOSが無制限で利用で
きること。

仕　　様

本体外観

CPU

見積時選定機種

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

資料№

HDD

RAIDコントローラ

インターフェース

電源

ファン

搭載OS
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２）仮想化統合サーバ(開発・テスト系）

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

2

19インチラック搭載型

プロセッサ種別 Intel Xeon Gold プロセッサー(2.80GHz)以上

コア数 16コア以上

メモリ 容量 搭載：96GB以上

論理容量 3.6TB以上

回転数 10,000回転／分以上

ホットスペア 1台以上

RAIDレベル RAID1もしくはRAID5

キャッシュメモリ 2GB以上

Ethernet 1000BASE-Tポート×8以上

USB 2ポート以上

冗長化（ホットプラグ対応）
AC 100/200V対応 50/60Hz対応

冗長化

仮想化ハイパーバイザとして、Windows Server 2025 Hyper-Vを
使用する 。なお、仮想化統合サーバ上では、Windows Server
2019/2022/2025の各エディションのゲストOS が無制限で利用で
きること。

資料№

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

仕　　様

見積時選定機種

ファン

搭載OS

CPU

HDD

RAIDコントローラ

電源

本体外観

インターフェース
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３）BIサーバ

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

19インチラック搭載型

プロセッサ種別 Intel Xeon Bronze プロセッサー(2.10GHz)以上

搭載：1以上

最大：2

メモリ 容量 搭載：32GB以上

論理容量 1.2TB以上

回転数 10,000回転／分以上

RAIDレベル RAID1もしくはRAID5

キャッシュメモリ 2GB以上

Ethernet 1000BASE-Tポート×4以上

USB 2ポート以上

冗長化（ホットプラグ対応）
AC 100/200V対応 50/60Hz対応

冗長化

Windows Server 2025 Standard

本体外観

CPU
プロセッサ数

HDD

RAIDコントローラ

インターフェース

電源

搭載OS

仕　　様

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

ファン

見積時選定機種

資料№
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４）電子納品保管管理拠点統合サーバ

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

19インチラック搭載型

プロセッサ種別 Intel Xeon S ilver プロセッサー(2.40GHz)以上

搭載：1以上

最大：2以上

メモリ 容量 搭載：16GB以上

論理容量 12TB以上

回転数 7,200回転／分以上

RAIDレベル RAID1もしくはRAID5

キャッシュメモリ 2GB以上

Ethernet 1000BASE-Tポート×2以上

USB 2ポート以上

冗長化（ホットプラグ対応）
AC 100/200V対応 50/60Hz対応

冗長化

Windows Server 2025 Standard

資料№仕　　様

見積時選定機種

搭載OS

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

本体外観

CPU
プロセッサ数

HDD

RAIDコントローラ

インターフェース

電源

ファン
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５）仮想化統合サーバ用ストレージ

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

19インチラック搭載型

・基本筐体

・ディスクエンクロージャ

論理容量 7TB以上

回転数 15,000回転／分以上

ホットスペア 1台以上

RAIDレベル RAID10

冗長化 コントローラを２台搭載し冗長化を行うこと

搭載容量：コントローラ毎に64GB以上

メモリバッテリバックアップ時間：無制限（専用エリアへ退避）

論理容量 400GB

冗長化 ２台搭載し冗長化を行うこと

インターフェース Fiber Channel コントローラ毎に16Gbpsまたは32Gbps ポート×4以上

コントロ ーラ、キ ャッシュ、電源(AC 100/200V対応 50/60Hz対
応)、ファンなど主要コンポーネントを冗長化

SSD2次キャッシュ

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

仕　　様

HDDまたはSSD

キャッシュメモリ

コントローラ

資料№

見積時選定機種

数量

冗長性

本体外観
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６）運用管理サーバ

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

19インチラック搭載型

プロセッサ種別 Intel Xeon Goldプロセッサー(2.90HGz)以上

搭載：2(片系当り) 以上

最大：2(片系当り) 以上

メモリ 容量
搭載：256GB以上
（ミラーリング構成：利用可能容量 128GB以上）

論理容量 1.2TB(片系当り)以上

回転数 10,000回転／分以上

Ethernet 1000BASE-Tポート×4 以上

USB 2ポート以上

冗長化（ホットプラグ対応）、AC 100/200V対応 50/60Hz対応

Windows Server 2022 Standard または
Windows Server 2025 Standard

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

CPU
プロセッサ数

HDD

仕　　様

電源

インターフェース

搭載OS

見積時選定機種

資料№

本体外観
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７）バックアップサーバ

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

19インチラック搭載型

プロセッサ種別 Intel Xeon S ilver プロセッサー(2.40GHz)以上

プロセッサ数 搭載：1以上

メモリ 容量 搭載：32GB以上

論理容量 600GB以上

回転数 10,000回転／分以上

ホットスペア 1台以上

RAIDレベル RAID1もしくはRAID5

キャッシュメモリ 2GB 以上

Ethernet 1000BASE-Tポート×8以上

USB 2ポート以上

冗長化（ホットプラグ対応）
AC 100/200V対応 50/60Hz対応

冗長化

Windows Server 2025 Standard

数量

CPU

搭載OS

インターフェース

電源

ファン

本体外観

HDD

RAIDコントローラ

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

見積時選定機種

資料№仕　　様
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８）バックアップ装置

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

19インチラック搭載型

インターフェース Ethernet 1000BASE-Tポート×6以上

物理容量 8TB以上

論理容量
（20倍圧縮時）

104TB以上

重複排除／圧縮機能を搭載していること

ディスクドライブに同時に三重障害が発生した場合でも、データ損
失を回避できること。

資料№

見積時選定機種

数量

機能

装置容量

本体外観

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

仕　　様
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９）負荷分散装置

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

2

19インチラック搭載型

インターフェース Ethernet 1000BASE-Tポート×4以上

500GB以上

2Gbps以上

1,000TPS以上

メモリ 容量 16GB以上
分散ノードのヘルスチェック(L7レベルのチェック)機能を有するこ
と。
SSLアクセラレーション機能を有すこと。

HTTP圧縮機能を有すこと。

cookie挿入によるセッション維持機能を有すること。

LCDディスプレイおよび操作キーを搭載していること。

2台構成で障害時にフェイルオーバを行うこと。

資料№

SSL

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

仕　　様

見積時選定機種

HDD

本体外観

機能

最大スループット（負荷分散時）

その他
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１０）ファイアウォール

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

2

19インチラック搭載型

インターフェース Ethernet 10/100BASE-TXポート×10以上

3Gbps以上

1,300,000以上

5,000以上

40以上

レイヤ2（透過）モード
レイヤ3（ルート/NAT）モードが使用できること。

ネットワーク・アドレス変換（NAT）、IPマッピング機能が使用できる
こと。

ステートフルパケットインスペクション型であり、ポリ シーを設定す
ることでパケットの通信を許可、遮断することを制御できること。

SNMPv2に対応していること。

2台構成で障害時にフェイルオーバを行うこと。

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

資料№

最大同時セッション数

SNMP

本体外観

ファイアウォール・パフォーマンス
（ラージパケット）

見積時選定機種

数量

仕　　様

ポリシー数

最大セキュリティゾーン数

動作モード

アドレス変換

フィルタリング機能

その他
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１1）レイヤ２スイッチ

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

8

19インチラック搭載型

128Gbps以上

95Mpps以上

インターフェース Ethernet 1000BASE-Tポート×24以上

IEEE802.1qに準拠

STP(IEEE802.1D),RSTP(IEEE802.1w),MSTP(IEEE802.1s)に準拠

SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3に対応していること。

スタック接続が行える機能を有すこと。

2台x 4式でスタック接続を行うので、その際に必要となる機器が
あればそれらも含めること。

本体外観

スイッチング容量

処理能力

資料№

見積時選定機種

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

スパニングツリー

仕　　様

SNMP

その他

VLAN機能
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１２）ラック機器

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1式

17インチTFTカラー液晶×2台以上

（水平1280×垂直1024（最大）以上）

キーボード 日本語キーボード×2台以上

マウス オプティカル方式マウ ス×2台以上

サーバスイッチユニット×2台以上

（サーバの画面表示とキーボード・マウ ス操作が可能で、8 台の
サーバを切り替えて操作することが可能であること）

接続に必要なケーブルを準備すること。

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

資料№

サーバス イッチユニッ
ト

その他

コンソールユニット

モニタ

数量

仕　　様

見積時選定機種
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１３）DVD-ROM 装置

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

2

外付け型

DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW( 読 み 込
み )

USB2.0およびUSB1.1

最大8倍速(DVD-ROM) 最大24倍速(CD-ROM) 以上

USBバスパワー電源

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

接続可能インタフェース

リードスピード

機能

本体外観

仕　　様

見積時選定機種

資料№
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１４）ネットワーク監視表示灯

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

机上設置型

音、光（発光色：赤，黄，緑）

インタフェース Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(自動切替) 以上

HTTP・RSH・SMTP・SNMP

Webブラウザ上で本体設定が可能なこと

資料№

見積時選定機種

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

本体外観

通報機能

対応プロトコル

仕　　様

その他
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１５）運用端末

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

ノートブックパソコン

プロセッサ種別 第13世代Intel Core i7プロセッサー以上

プロセッサ数 搭載：1以上

メモリ 容量 搭載：16GB以上

SSD 論理容量 512GB以上

DVDスーパーマルチドライブ

Ethernet 1000BASE-T

USB 2ポート以上

USB光センサーマウス

テンキー付きキーボード

表示機能 最大解像度 1920×1080(1,677万色) 以上

バッテリ パックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ
経由)

リチウムイオンバッテリ

Windows 11Pro

再セットアップ用媒体

電源

バッテリ

仕　　様 資料№

見積時選定機種

リムーバブル記憶装置

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

CPU

本体外観

インターフェース

マウス

キーボード

搭載OS

その他
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１６）監視用端末

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

デスクトップパソコン

プロセッサ種別 Intel Core i7プロセッサー以上

プロセッサ数 搭載：1以上

メモリ 容量 搭載：16GB以上

論理容量 512GB以上

RAID RAID1もしくはRAID5

DVDスーパーマルチドライブ

Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T以上

USB 2ポート以上

ディスプレイ DisplayPort ×2 以上

USB光センサーマウス

USB109キーボード

21.5型ワイド 以上 （DisplayPort搭載) ×2
（デュアルディスプレイにて使用）

表示機能 最大解像度 1,920×1,080(1,677 万色) 以上

AC100V±10%、50/60Hz

Windows 11Pro

再セットアップ用媒体

資料№

インターフェース

マウス

キーボード

ディスプレイ

電源

搭載OS

SSD

リムーバブル記憶装置

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

仕　　様

見積時選定機種

数量

その他

本体外観

CPU
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１７）プリンタ

適合状況欄

見積機種/製品仕様を記述のこと

1

A3対応モノクロプリンタ

LED乾式電子写真方式

1,200dpi×1,200dpi以上

Ethernet 1000BASE-T×1以上

USB USB3.0×1以上

片面 A4 横：39 頁/分 以上

資料№

インターフェース

連続プリント速度

仕　　様

本体概要

解像度

見積時選定機種

数量

※以下の欄での記述は、１台あたりの仕様・数量を記述する

プリント方式
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(様式１７）

１）運用管理ソフトウェア 会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

適合状況欄

見積製品/製品仕様を記述のこと

必須環境
Windows Server 2019/2022/2025 、 およ びWindows Server 2025
Hyper-Vをサポートしていること。

物理サーバやストレージ、ネットワーク機器といった物理ハードウェ
アだけではなく、Windows Server 2025 Hyper-Vや他の仮想化ソフト
を利用した仮想マシンの稼働状況も同一のコンソールから一元管
理ができること。

物理サーバの負荷状態を監視し、高負荷を検出した場合にはライ
ブマイグレーションにより仮想マシンを再配置して全体的な負荷の
平準化を図れる機能を有すること。

仮想マシンの作成や電源管理、起動・再起動、シャットダウ ン、ライ
ブマイグレーション等が行えること。

障害検出時に、メールでの通知や、ネットワ ーク監視表示灯との連
携が可能であること。

後述する「サーバ監視ソフトウェア」「ネットワーク監視ソフトウェア」
「ストレージ管理ソフトウェア」と連携を行うことができ、発生したイベ
ントを統合的に見ることができること。

システムの使用状況に応じて仮想マシンを動的に再配置し、余剰
サーバをシャットダウンすることにより稼働効率と省電力を両立でき
ること。

ソフトウェア要件

項　目 仕　様　内　容 資料№
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２）サーバ監視ソフトウェア

適合状況欄

見積製品/製品仕様を記述のこと

必須環境
Windows Server2019/2022/2025 、Red Hat Enterprise Linux 8/9、
およびWindows Server 2025 Hyper-Vをサポートしていること。

物理サーバおよび仮想マシン全体に対して以下に示す監視/機能
が行えること。

ハードウェアの構成情報をきめ細かく監視できること。

ハードディスクエラー等の警告を通報できること、またCPUやメモリ
などのシステムリソースを定期的に監視し障害発生時に管理者へ
通報できること。

Windowsサービス監視、プロセス監視、サービスポート監視ができる
こと。

障害発生時に障害内容や障害箇所などをメッセージボックスと
SNMPで管理者に通報できること。

監視対象機器の状態が視覚的に把握できること。

ソフトウェア要件

項　目 仕　様　内　容 資料№
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３）ネットワーク監視ソフトウェア

適合状況欄

見積製品/製品仕様を記述のこと

必須環境 Windows Server 2025をサポートしていること。

SNMPプロトコルを利用してネットワーク機器の監視が行えること。

ネットワークの構成をビジュアルに表示可能であること。

ネットワーク機器の構成情報( IPアドレス・SNMPコミュニティ名・SW
バージョン等 )のインポート・エクスポートが行えること。

ネットワ ーク機器のダウ ンやネットワークの異常トラフィック等が発
生した際に管理者へ通報できること。

トラフィック情報を収集し性能レポートを自動生成可能なこと。

監視画面上で行われた操作および自動実行された処理に対して、
操作内容、結果の履歴等をログとして自動記録することにより、ネッ
トワーク運用管理のオペレーションに関する証跡管理を行うことが
できること。

ソフトウェア要件

項　目 仕　様　内　容 資料№
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４）ストレージ管理ソフトウェア

適合状況欄

見積製品/製品仕様を記述のこと

必須環境 Windows Server 2025をサポートしていること。

ストレージの設定および管理が行えること。

構成要素とその状態をビジュアルで表示可能であり、また、障害を
検出したときにはメッセージやアイコン表示にて通知できること。

ストレージの性能情報蓄積、性能分析支援、およびリアルタイムな
性能監視を行い、設定したしきい値を越えた時には、メッセージやア
イコン表示にて通知できること。

誤アクセス・不正アクセスを防止するために、物理サーバが使用す
る論理ディスクを設定・制限することができること。

二次キャッシュに関連する性能情報を取得・分析できること。また、
この結果を基に、二次キャッシュの使用状況を把握できること。

項　目 仕　様　内　容 資料№

ソフトウェア要件
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５）ストレージ接続パス制御ソフトウェア

適合状況欄

見積製品/製品仕様を記述のこと

必須環境 Windows Server 2025 Hyper-Vをサポートしていること。

ソフトウェア要件

ストレージとサーバ間のアクセスパス上で障害が発生した場合に自
動的にアクセスパスの代替が行えること、また、ストレージとサーバ
間で複数のアクセスパスを同時に使用しI/Oトラフィックを各アクセ
スパスに分散できること。

資料№項　目 仕　様　内　容
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６）バックアップソフトウ ェア

適合状況欄

見積製品/製品仕様を記述のこと

必須環境

バックアップサーバ側はWindows Server 2025に対応しているこ
と 。ま た、バック アップのク ライ アント と してWindows Server
2019/2022/2025 、 Red Hat Enterprise Linux 8/9 、 お よ び
Windows Server 2025 Hyper-Vに対応していること。

全ての物理サーバおよび仮想化統合サーバ上のゲストOSのバック
アップとリカバリを効率的に集中管理できること。

Oracleデータベースをオンラインバックアップできること。

仮想テープ装置や重複排除機能を持つストレージをバックアップ装
置として利用できること。

スケジュール設定によりバックアップ運用の自動化が行えること。

物理サーバのイメージリストア(ベアメタルリストア)機能があること。

Cluster shared volumes(CSV)をサポートしていること。

バックアップは、スナップショット、ボリューム単位、ファイル単位及
びそれぞれの増分に対応すること。

資料№

ソフトウェア要件

項　目 仕　様　内　容
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６）バックアップソフトウ ェア(前頁の続き)

適合状況欄

見積製品/製品仕様を記述のこと

バックアップ結果を管理者に通知できること。

複数のバックアップジョブを並列で実行できること。

フルバックアップと差分バックアップをディスク上に保存し、それらを
合成して最新のフルバックアップを生成できること。

バックアップ対象機器にインストールされたエージェントのバージョ
ンが2つ前までの旧バージョンであっても互換性があり動作するこ
と。

資料№

ソフトウェア要件

項　目 仕　様　内　容
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福島県事業執行管理システム等機器賃貸借に関する 契約書（ 案）  

 

福島県（ 以下「 甲」 と いう 。） と 、                   （ 以下「 乙」 と いう 。）

は、 乙所有の電子計算機器の賃貸借、 保守及びプロ グラ ムプロ ダク ト の使用権許諾、 運用保守に関

し 、 次のと おり 契約を締結する 。  

 

（ 総則）  

第１ 条 甲に対する 装置の賃貸借及び保守並びにプロ グラ ムプロ ダク ト の使用、 運用保守に関する

契約の内容については、こ の契約書に定める も ののほか、「 福島県事業執行管理システム等機器賃

貸借仕様書」、「 個人情報取扱特記事項」 によ る も のと する 。  

２  こ の契約において、 プロ グラ ムプロ ダク ト と は、 機械の読み取り 得る プロ グラ ム及びこ れに関

連する 資料をいう も のと する 。  

３  こ の契約の履行に関し て甲乙間で用いる 言語は、 日本語と する 。  

４  こ の契約書に定める 金銭の支払いに用いる 通貨は、 日本国通貨と する 。  

５  こ の契約は、 日本国の法令に準拠する も のと する 。  

 

（ 賃貸借期間）  

第２ 条 こ の契約の賃貸借期間は、令和 9 年 1 月 1 日から 令和 13 年 12 月 31 日までと する。ただし 、

翌年度以降こ の契約に係る 予算の減額又は削除があった場合、 甲はこ の契約を解約でき る も のと

する。  

２  前項ただし 書き の場合において、 甲はこ れによ って生じ た乙の損害については、 その責めを負

わない。  

 

（ 賃貸借物件）  

第３ 条 甲は、乙の提供する「 福島県事業執行管理システム等機器賃貸借及び運用保守業務仕様書」

に記載の装置（ 以下「 機器等」 と いう 。） を賃借し 、 乙はこ れを賃貸する 。  

 

（ 使用権）  

第４ 条 甲は、乙の提供する「 福島県事業執行管理システム等機器賃貸借及び運用保守業務仕様書」

に記載のプロ グラ ムプロ ダク ト を使用する 。  

２  乙が甲に許諾する 使用権と は、 甲がプロ グラ ムプロ ダク ト を装置において独占的に使用する権

利であり 、 装置以外で使用する場合は、 こ の契約によ り 許諾さ れた使用権と は別の使用権の設定

を必要と する 。 ただし 、 装置が保守サービス又は故障等によ り 使用でき ない場合は、 一時的に他

の装置で使用でき る も のと する。  

 

（ 設置場所）  

第５ 条 こ の契約によ る 機器等の設置場所は、 福島県の指定する 場所と する 。  

 

（ 設置）  

第６ 条 こ の契約によ る 機器等の設置、 及び契約の終了又は解約によ る 機器等の撤去は乙が行う も
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のと し 、「 福島県事業執行管理システム等機器賃貸借及び運用保守業務仕様書」 に従い、装置の設

置及びプロ グラ ムプロ ダク ト のイ ンスト ールを行う と と も に、 装置の正常な運用ができ る よ う 必

要な調整を行う こ と と する 。  

２  甲は、 乙が前項に定める 業務に遅延をき たし たと き、 または、 隠れたる 瑕疵によ り 装置等の運

用及び操作に不能を生じ たと きは、 乙に対し て、 直ちに装置の設置等を完了する こ と 、 または修

理、 交換等の必要な措置を講ずべき こ と を請求でき る も のと し 、 乙は直ちに必要な措置を講じ な

ければなら ない。  

３  前項の事由によ り 甲に損害が生じ た場合、甲は、乙にその損害の賠償を請求でき る も のと する 。  

 

（ 機器等の保守）  

第７ 条 乙は、「 福島県事業執行管理システム等機器賃貸借及び運用保守業務仕様書」 に従い、装置

の正常な運用を保持する ため、 万一の故障に即座に対処でき る 体制を整えておかなければなら な

い。  

２  乙は、 装置の故障によ り 、 甲の業務の遂行に支障が生じ たと き は、 直ちに甲の業務の遂行に必

要な措置を休日・ 夜間等にかかわら ず講じ なければなら ないも のと する 。 こ の場合において、 甲

がその責めを負わない装置の故障によ る と き は、 装置の修理等に要する 費用は乙の負担と する 。  

（ プロ グラ ムプロ ダク ト の保守）  

第８ 条 乙は、プロ グラ ムプロ ダク ト について、「 福島県事業執行管理システム等機器賃貸借及び運

用保守業務仕様書」 に従い、 乙の負担において保守を行う も のと する 。  

 

（ 賃貸借料、 保守料及び使用料、 運用保守料）  

第９ 条 こ の契約にかかる 装置の賃貸借料、 保守料及びプロ グラ ムプロ ダク ト の使用料、 運用保守

料は、 次のと おり と する 。  

  契約金額内訳 

区分 金額 
左のう ち消費税及び 

地方消費税の額 

契約金額 円 円 

内

訳 

機器等の賃貸借料 円 円 

機器等の保守料 円 円 

プロ グラ ムプロ ダク ト 使用料 円 円 

プロ グラ ムプロ ダク ト 保守料 円 円 

 運用保守料 円 円 

※） 機器等の賃貸借料には据付及び調整経費を含む。  

  ※） プロ グラ ムプロ ダク ト 使用料にはイ ンスト ール及び設定経費を含む。  
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２  賃貸借期間に 1 か月未満の端数を生じ る 場合、 又は乙の責めに帰すべき 理由によ り 装置を使用

できなかった期間がある 場合（ 装置を使用でき なかった期間が、 1 か月に 3 日以上あった場合に

限る。） は、 当該月の暦日数を分母と する 日割計算によ り 算出する も のと する 。  

 

（ 月額料金の請求及び支払い）  

第１ ０ 条 こ の契約において甲が乙に支払う 賃貸借料月額及び保守料月額並びに使用料月額、 運用

保守料月額（ 以下あわせて「 月額料金」 と いう 。） は、 別紙「 月額料金内訳」 のと おり と する 。  

２  乙は、当該月にかかる 月額料金の請求を翌月 10 日までに甲に対し て行う も のと し 、甲は、乙の

請求書を受理し た日から 30 日以内にこ れを支払う も のと する 。  

３  甲がその責めに帰すべき 理由によ り 、 月額料金の支払いを遅延し たと き は、 乙は甲に対し 、 前

項の期間満了の翌日から 起算し て支払日の日まで、 契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関す

る 法律第８ 条の規定によ り 財務大臣が決定し た率で計算し た額（ 100 円未満の端数がある と き 、

又はその全額が 100 円未満である と き は、その端数金額又はその全額を切り 捨てる 。） で算定し た

遅延利息を請求でき る も のと する 。  

 

（ 契約の保証）  

第１ １ 条 乙は、 こ の契約の締結と 同時に、 次の各号に掲げる いずれかの保証を付さ なければなら

ない。 ただし 、 第 4 号の場合においては、 履行保証保険契約の締結後、 直ちにその保険証券を甲

に寄託し なければなら ない。  

一 契約保証金の納付 

二 契約保証金の納付に代わる担保と なる 有価証券等の提供 

三 こ の契約によ る 債務の不履行によ り 生ずる 損害金の支払を保証する 銀行、 甲が確実と 認める

金融機関の保証 

四 こ の契約によ る 債務の不履行によ り 生ずる 損害を補てんする 履行保証保険契約の締結 

２  前項の保証に係る 契約保証金の額、 保証金額又は保険金額（ 第 4 項において「 保証の額」 と い

う 。） は、 契約金額の 100 分の 5 以上と し なければなら ない。  

３  第 1 項の規定によ り 、 乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる 保証を付し たと き は、 当該保証は契

約保証金に代わる 担保の提供と し て行われたも のと し 、同項第 4 号に掲げる保証を付し たと き は、

契約保証金の納付を免除する 。  

４  契約金額の変更があった場合には、 保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 5 に達する まで、

甲は、 保証の額の増額を請求する こ と ができ 、 乙は、 保証の額の減額を請求する こ と ができ る 。  

５  甲は、 福島県財務規則（ 昭和３ ９ 年福島県財務規則１ ７ 号） 第２ ２ ８ 条の規定によ り 乙が納入

し なければなら ない契約保証金の納付は、同規則第２ ２ ９ 条第１ 項第４ 号の規定によ り 免除する 。 

 

（ 機能の保障）  

第１ ２ 条 乙は、 装置の故障が長時間にわたり 、 保守に日時を要し て、 甲の業務に支障をき たす場

合は、甲の求めによ り 、乙の負担において、代替装置の使用を認め、又は装置の入替えを行う 等、

誠意をも って善処し なければなら ない。  

 

（ プロ グラ ムプロ ダク ト の複製）  
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第１ ３ 条 甲は、 装置を使用する う えで必要と さ れる 場合、 又は保管の場合に限り 、 プロ グラ ムプ

ロ ダク ト を複製でき る も のと する 。  

 

（ 追加又は取替）  

第１ ４ 条 装置及びプロ グラ ムプロ ダク ト の追加又は取替えの必要が生じ た場合は、 甲乙協議し て

措置する も のと する 。  

 

（ 他の機械器具の取り 付け及び装置の移転等）  

第１ ５ 条 甲において、 装置に他の機械器具を取付ける場合、 装置を改造する 場合、 本設置以降に

装置の据付場所を移転する 場合、 又はプロ グラ ムプロ ダク ト を自己の用に供する ために変更する

場合は、 あら かじ め文書によ り 乙の承諾を受ける も のと する 。  

２  前項の場合に要する 費用は、 甲の負担と する 。  

 

（ 善良な管理者と し ての義務）  

第１ ６ 条 甲は、 装置を善良な管理者の注意をも って管理し なければなら ない。  

２  乙は、 甲の故意又は過失によ って装置が損害を受けある いは欠損を生じ た場合、 又はプロ グラ

ムプロ ダク ト にかかる 乙の権利が侵害さ れた場合は、 甲にその賠償を請求でき る も のと する 。  

 

（ 立入権及び秘密保持）  

第１ ７ 条 乙は、 装置の及びプロ グラ ムプロ ダク ト の引渡し 、 保守、 管理のため、 装置の据付場所

に立入る こ と ができ る 。  

２  前項によ って立入る 者は、 身分証明書を携行する と と も に、 据付場所への入退室に関する 規定

等を遵守し なければなら ない。  

３  乙は、 前項の立入り に際し て知り 得た業務上の資料又は知識を第三者に漏洩し 、 又は甲の承諾

なく 公表し てはなら ない。  

  こ の契約終了後も また同様と する 。  

４  甲は、 プロ グラ ムプロ ダク ト 及びその複製物の全てを秘密扱いと し 、 こ れを第三者に開示し て

はなら ない。  

 

（ 権利義務の移転禁止）  

第１ ８ 条 乙は、 こ の契約によ って生ずる 権利又は義務を第三者に譲渡し 、 若し く は承継さ せては

なら ない。ただし 、装置の設置及び保守に関し て、あら かじ め書面によ り 甲の承認を得た場合は、

こ の限り でない。  

 

（ 資料等の提供及び返還）  

第１ ９ 条 甲は乙に対し 運用保守の履行に必要な資料、 情報等（ 以下「 資料等」 と いう 。） を無償で

提供する も のと する 。  

２  乙は、 運用保守の履行上不要と なった資料等があると き はこ れを遅滞なく 甲に返還し なければ

なら ない。  
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（ 情報の管理）  

第２ ０ 条 乙は、 こ の契約の履行によ り 蓄積さ れる 情報の保存・ 管理等に関し ては、 善良な管理者

の注意義務をも って管理し なければなら ない。  

２  乙は、甲から 提供を受けた資料等を甲の事前の書面によ る 承認を得ず、複写若し く は複製をし 、

又は乙の業務を行う 場所から 持ち出し てはなら ない。  

３  乙は、第２ ５ 条の規定によ り 、契約が解除さ れた場合、又は本契約が終了し た場合においては、

第１ 項の情報について、 その保全に努める と と も に、 甲の指示に従い、 こ れら 甲の所有に係る 情

報を返還し 、 又は甲の指定する第三者への引継ぎに支障のないよ う に努める も のと する 。  

４  前項の場合、 情報を保全、 返還及び承継する 方法及びこ れに要する 費用は、 甲乙が協議の上こ

れを定める も のと する 。  

 

（ 事故等の報告）  

第２ １ 条 乙は、 業務を行う にあたり 常に事故又は災害の防止に努める と と も に、 業務の遂行に支

障が生じ る 恐れのある 事故又は災害の発生を知ったと きは、 その事故又は災害発生の帰責の如何

に関わら ず直ちにその旨を甲に報告し 、 甲の指示に従って応急処置を施し た後に、 遅滞なく 書面

によ り 甲に詳細な報告を行わなければなら ない。その場合、乙は今後の対応方針案を甲に提出し 、

その承認を受けなければなら ない。  

 

（ 乙の業務内容の変更等）  

第２ ２ 条 甲は、 必要がある と き は、 乙の業務内容を変更し 、 又は一時中止さ せる こ と ができ る。

こ の場合において、 甲及び乙が変更等の内容が契約に定める 金額、 履行期限及びその他契約条件

に影響を及ぼすと 判断し たと きは、 変更契約を締結するも のと する 。  

２  前項の場合において、 乙が損害を受けたと き は、 乙は甲に対し 損害の賠償を請求するこ と がで

き る。 こ の場合の損害の賠償額については、 甲乙協議し て定める 。  

 

（ 危険負担）  

第２ ３ 条 天災その他不可抗力によ り 装置の滅失き 損を生じ た場合は、 乙の負担と する 。  

 

（ 契約の解除）  

第２ ４ 条 甲は、 自己の都合によ り こ の契約を解除し よ う と する と き は、 3 か月前に文書をも って

乙に通告し なければなら ない。  

 

（ 発注者の解除権）  

第２ ５ 条 甲は、 乙が次の各号の一に該当する と き は、 こ の契約を解除する こ と ができ る。  

 一 乙の責めに帰する 事由によ り 契約を履行し ないと き 、 又は履行の見込みがないと 認めら れた

と き 。  

 二 乙が契約の事項に違反し たと き 。  

 三 天災地変、 その他甲・ 乙双方の責めに帰する こ と ができ ない事由によ り こ の契約の履行が不

能になったと き 。  

四 乙が次のいずれかに該当する と き 。  
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  イ  役員等（ 乙が個人である 場合にはその者を、 乙が法人である 場合にはその役員又はその支

店若し く は常時契約を締結する 事務所の代表者をいう 。 以下こ の号において同じ 。 ） が暴力

団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第77号。 以下「 暴力団対策法」

と いう 。 ） 第２ 条第６ 号に規定する 暴力団員（ 以下こ の号において「 暴力団員」 と いう 。 ）

である と 認めら れる と き 。  

  ロ  暴力団（ 暴力団対策法第２ 条第２ 号に規定する 暴力団をいう 。以下こ の号において同じ 。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与し ている と 認めら れる と き 。  

  ハ 役員等が自己、 自社若し く は第三者の不正の利益を図る 目的又は第三者に損害を加える目

的をも って、 暴力団又は暴力団員を利用する などし たと 認めら れる と き 。  

  ニ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対し て資金等を供給し 、 又は便宜を供与する など直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し 、 若し く は関与し ている と 認めら れる と き。  

  ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と 社会的に非難さ れる べき 関係を有し ている と 認めら れると

き 。  

  へ 下請契約又は資材、 原材料の購入契約その他の契約に当たり 、 その相手方がイ から ホまで

のいずれかに該当する こ と を知り ながら 、 当該者と 契約を締結し たと 認めら れる と き 。  

  ト  乙が、 イ から ホまでのいずれかに該当する 者を下請契約又は資材、 原材料の購入契約その

他の契約の相手方と し ていた場合（ ヘに該当する場合を除く 。 ） に、 甲が乙に対し て当該契約

の解除を求め、 乙がこ れに従わなかったと き 。  

２  前項の事由のう ち、 乙の責めに帰する 事由によ り 契約を解除し た場合、 乙は、 以後の契約料を 

甲に請求でき ないも のと する 。  

甲・ 乙双方の責めに帰する こ と ができ ない事由によ り 契約を解除し た場合、 甲・ 乙は、 以後の 

契約料について、 動産総合保険で補償さ れた額を除き 、 ２ 分の１ の金額を各々負担する も のと す

る 。  

 

（ 装置の返還）  

第２ ６ 条 甲は、 契約の解除によ り 装置を返還する 場合は、 装置を現状に回復し て返還する も のと

する。  

２  装置の返還に要する 荷造り 及び運送の費用は、 乙の負担と する 。  

 

（ 使用権の消滅）  

第２ ７ 条 プロ グラ ムプロ ダク ト の使用権は、 こ の契約の解除日をも って消滅する も のと する 。  

２  甲は、 契約が終了し たプロ グラ ムプロ ダク ト 及びその複製物の全てにつき 、 直ちに破棄する。  

 

（ 契約違反）  

第２ ８ 条 甲及び乙は、 相手方がこ の契約に違反し た場合は、 相手方に催告を行ったのち、 なお履

行の誠意がないと 認めたと き は、 文書をも って通告し 、 こ の契約を解除する こ と ができ る も のと

する。  

 

（ 損害賠償）  

第２ ９ 条 前条の解除によ って甲が損害を受けたと き は、 乙は、 その損害を賠償し なければなら な
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い。  

２  甲の故意又は過失によ って装置が損害を受け又は欠損があった場合は、 乙は、 甲に対し て損害

の賠償を請求する こ と ができ るも のと する 。  

３  乙の責めに帰すべき 理由によ る 装置の調整及び修理又は安全性の確保の遅延等によ り 、 甲に損

害を与えたと き は、 甲は、 乙に対し て、 損害の賠償を請求する こ と ができ る も のと する 。  

 

（ 談合によ る 損害賠償）  

第３ ０ 条 甲は、 乙が次の各号の一に該当する と き は、 第１ ６ 条に規定する 契約の解除をする か否

かを問わず、 賠償金と し て、 契約金額の１ ０ 分の２ に相当する 額を請求し 、 乙はこ れを納付し な

ければなら ない。 ただし 、 第１ 号又は第２ 号のう ち命令の対象と なる 行為が私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する 法律（ 昭和２ ２ 年法律第５ ４ 号。 以下「 独占禁止法」 と いう 。） 第２ 条第

９ 項の規定に基づく 不公正な取引方法（ 昭和５ ７ 年公正取引委員会告示第１ ５ 号） 第６ 項で規定

する不当廉売に当たる 場合その他甲が特に認める 場合はこ の限り ではない。  

一 公正取引委員会が、 乙に違反行為があったと し て、 独占禁止法第４ ９ 条の規定によ る 排除措

置命令を行い、 当該排除措置命令が確定し たと き。  

二 公正取引委員会が、 乙に違反行為があったと し て、 独占禁止法第６ ２ 条第１ 項の規定によ る

課徴金の納付命令を行い、 当該納付命令が確定し たと き 。  

三 乙（ 乙が法人の場合にあっては、 その役員又はその使用人） に対し 、 刑法（ 明治４ ０ 年法律

第４ ５ 号） 第９ ６ 条の６ によ る刑が確定し たと き。  

２  前項の規定は、 こ の契約の履行が完了し た後においても 適用する も のと する 。 なお、 甲が受け

た損害額が前項の規定によ り 計算し た賠償金の額を超える 場合において、 甲は、 その超過分に対

し て賠償を請求する こ と ができる も のと し 、 乙はこ れに応じ なければなら ない。  

 

（ 合意管轄裁判所）  

第３ １ 条 本契約に関し 訴訟の必要が生じ た場合は、 甲の本庁舎所在地を管轄する 裁判所を専属管

轄裁判所と する 。  

 

（ 協議）  

第３ ２ 条 こ の契約に定めのない事項又は契約の履行につき 疑義を生じ た場合は、 甲乙協議し て定

めるも のと する 。  
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上記の契約の証と し て本書２ 通を作成し 、 当事者記名押印のう え、 各自１ 通を保有する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

         甲  福島市杉妻町２ 番１ ６ 号 

            福 島 県 

            福島県知事  内堀 雅雄 

 

 

 

 

         乙   
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個人情報取扱特記事項 

（ 基本的事項）  

第１  乙は、 こ の契約によ る 業務（ 以下「 業務」 と いう 。） を行う に当たっては、 個人の権利利

益を侵害する こ と のないよ う 個人情報を適正に取り 扱わなければなら ない。  

 

（ 秘密の保持）  

第２  乙は、 業務に関し て知り 得た個人情報をみだり に他人に知ら せ、 又は不当な目的に使用

し てはなら ない。 なお、 こ の契約が終了し た後においても 、 同様と する 。  

２  乙は、 業務に従事し ている 者に対し 、 当該業務に関し て知り 得た個人情報をその在職中及

び退職後においてみだり に他人に知ら せ、 又は不当な目的に使用し てはなら ないこ と など個

人情報の保護に関し て必要な事項を周知さ せる も のと する 。  

 

（ 収集の制限）  

第３  乙は、 業務を行う ために個人情報を 収集する と き は、 当該業務の目的を達成する ために

必要な範囲内で、 適法かつ公正な手段によ り 収集し なければなら ない。  

 

（ 目的外利用・ 提供の禁止）  

第４  乙は、 甲の指示又は承諾がある と き を除き 、 業務に関し て知り 得た個人情報を契約の目

的以外に利用し 、 又は第三者に提供し てはなら ない。  

 

（ 安全管理措置）  

第５  乙は、 甲よ り 個人情報の取扱いの委託を受けた場合、 行政機関等と 同様の安全管理措置

を講ずる 必要がある こ と から 、 業務に関し て知り 得た個人情報の漏えい、 滅失及び毀損の防

止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する 法律（ 平成 15 年法律第

57 号） 及び「 個人情報の保護に関する 法律についてのガイ ド ラ イ ン（ 行政機関等編）」 に基

づき 必要かつ適切な措置を講じ なければなら ない。  

 

（ 複写・ 複製の禁止）  

第６  乙は、 甲の承諾がある と き を除き 、 業務を行う ために甲から 引き 渡さ れた個人情報が記

録さ れた資料等を複写し 、 又は複製し てはなら ない。  

 

（ 作業場所の指定等）  

第７  乙は、 業務のう ち個人情報を取り 扱う 部分（ 以下「 個人情報取扱事務」 と いう 。） につい

て、 甲の指定する 場所で行わなければなら ない。  

２  乙は、 甲の指示又は承諾がある と き を 除き 、 前項の場所から 業務に関し 取り 扱う 個人情報

が記録さ れた資料等を持ち出し てはなら ない。  

 

（ 資料等の返還等）  

第８  乙は、 業務を行う ために甲から 提供を受け、 又は自ら が収集し た個人情報が記録さ れた 

資料等をこ の契約の終了後直ちに甲に返還し 、 若し く は引き 渡し 、 又は消去し 、 若し く は廃
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棄し なければなら ない。 ただし 、 甲が別に指示し たと き は、 こ の限り でない。  

 ２  乙は、 前項の規定によ り 電子記録媒体に記録さ れた個人情報を 消去又は廃棄する 場合は、 

当該個人情報が復元でき ないよ う に確実に消去又は廃棄し なければなら ない。  

 ３  乙は、 第１ 項の規定によ り 個人情報を 消去又は廃棄し た場合は、 当該個人情報の消去又は 

廃棄を行った日時、 担当者名及び方法を記載し た報告書を甲に提出し 、 確認を受けなければ

なら ない。  

 

（ 事故発生時における 報告等）  

第９  乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこ の契約に違反する 事態が生じ 、  

又は生ずる おそれがある こ と を知ったと き は、 速やかに甲に報告し なければなら ない。  

２  乙は、 前項によ り 報告を行う 場合には、 併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じ る と  

と も に、 情報漏えい等に係る 対応について甲の指示に従う も のと する 。  

 

（ 調査等）  

第１ ０  甲は、 乙における 契約内容の遵守状況等について実地に調査し 、 又は乙に対し て必要

な報告を求める など 、 乙の個人情報の管理について必要な監督を行う こ と ができ る 。  

２  乙は、 前項における 報告について、 甲が定期的な報告を求める 場合にはこ れに応じ なけれ

ばなら ない。  

 

（ 指示）  

第１ １  甲は、 乙が業務に関し 取り 扱う 個人情報の適切な管理を確保する ために必要な指示を

行う こ と ができ る 。  

 

（ 再委託の禁止）  

第１ ２  乙は、甲の承諾がある と き を除き 、個人情報取扱事務を第三者（ 再委託先が子会社（ 会

社法（ 平成 17 年法律第 86 号） 第２ 条第１ 項第３ 号に規定する 子会社を いう 。） である 場合を

含む。 以下次項において同じ 。） に委託し てはなら ない。  

２  乙は、 甲の承諾に基づき 個人情報取扱事務を第三者に委託する と き は、 こ の契約によ り 乙

が負う 個人情報の取扱いに関する 義務を再委託先にも 遵守さ せなければなら ない。  

 

（ 労働者派遣契約）  

第１ ３  乙は、 保有個人情報の取扱いに係る 業務を派遣労働者によ っ て行わせる 場合には、 労 

働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する 事項を 明記し なければなら なな

い。  

 

（ 損害賠償）  

第１ ４  乙又は乙の従事者（ 乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。） の責めに帰すべ 

き 事由によ り 、 業務に関する 個人情報の漏えい、 不正利用、 その他の事故が発生し た場合、  

乙はこ れによ り 第三者に生じ た損害を賠償し なければなら ない。  

２  前項の場合において、 甲が乙に代わっ て第三者の損害を賠償し た場合には、 乙は遅滞なく
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甲の求償に応じ なければなら ない。  

 

（ 契約解除）  

第１ ５  業務に関する 個人情報について、 乙によ る 取扱いが著し く 不適切である と 甲が認めた 

と き は、 甲はこ の契約の全部又は一部を解除する こ と ができ る 。 こ の場合の違約金は契約書 

本文の定める と こ ろによ る 。  
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月　額　料　金　内　訳

（単位：円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

円 円 円 円 円

（うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円） （うち、消費税相当額 円）

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

（うち、消費税相当額 0 円） （うち、消費税相当額 0 円） （うち、消費税相当額 0 円） （うち、消費税相当額 0 円） （うち、消費税相当額 0 円） （うち、消費税相当額 0 円）

0 円

（うち、消費税相当額 0 円）

月分

合計

令和11年度 令和12年度 令和13年度令和8年度

月分

令和9年度 令和10年度

月分

小計

8

9

月分

1

月分

月分

4

5

11

10

6

月分

月分

月分

月分

7

2

3

12

月分

月分
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